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修正点①：個別事業の例の追記
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○施策毎の個別事業に関しましては、令和5年度以降、協議会構成機関の皆様にご協力いただき、運営会議等で議論を
重ねながら、「説明資料」として積み上げ。

〇このような経緯から、計画本文への個別事業の記載にあたっては、計画素案本文の文章中に溶け込ませる形で記載。

方針
計画の
意義等 現況分析 将来像

目標

目標

目標

広域連携プロジェクト

広域連携プロジェクト

広域連携プロジェクト

計画の推進等

中間とりまとめ（素案）※R6.12.23公表
広域連携プロジェクト検討状況 ※R6.12.23公表

基本的な考え方 ※R5.7.5 公表

施策

個別事業

施策群

施策群

施策群 施策

施策

個別事業

個別事業

主要な施策

中間とりまとめ（案）※R7.10.22公表 ※中間とりまとめ（案）では、個別事業は計画本文に掲載せず、
個別事業の取組例（数事例）を概要版で公表

※計画素案で本文中に追記



修正点②：「戦略産業クラスター計画」に関する追記
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○令和７年11月11日、政府において地域未来戦略本部が設置され、地域毎の産業クラスターを形成することとされた。
〇今夏の地域未来戦略の策定に向けて検討中の「戦略産業クラスター計画」との調和を図るため、必要な追記を実施。
○計画本文の「他計画・施策との連携」に、「地域未来戦略における地域の戦略産業クラスター計画及び地域産業成長プラン」を位置づけ。

出典：R8.1.16「中国地域戦略産業クラスター計画にかかる有識者検討会」資料より抜粋

■中国地域における産業クラスター計画
●概要版に戦略分野名を追記 （資料４）

●計画本文の基本戦略と目標に追記
（資料２：P23,24）

次世代半導体産業の振興を図る。（中略）な
お、（中略）電力需要の増加に応じ、電力の安
定供給を確保する。

第１節 基本戦略（産業・経済）

エネルギーの安定供給を前提とした産業拠点
の強化・再生（中略）等により国際競争力の強
化を目指す。

第２節 目標（産業・経済）

●計画本文の広域連携プロジェクトに追記
（資料２：P44）

加えて、持続可能な航空燃料（SAF）の導入
促進に向け、国産SAFを国際競争力のある価格
で安定供給できる体制を構築する。

本計画の実効性を高めるため、（中略）地域
未来戦略における地域の戦略産業クラスター計
画及び地域産業成長プラン（中略）と連携して
一体的な推進を図る。

●計画本文の他計画・施策との連携に追記
（資料２：P60）



修正点③：「広域リージョン連携」に関する記載
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○令和７年12月23日に閣議決定された、「地方創生に関する総合戦略」において推進することとされている「広域リージョン
連携」と連携して推進していくことを明確にするため、計画本文の「他計画・施策との連携」に、「地方創生に関する総合戦
略」を位置づけ。

○なお、中国圏においては、令和７年９月３日に、中国地域発展推進会議より「中国地域広域リージョン連携宣言」がな
され、観光分野と産業振興分野の充実・強化を進めることとしている。

■中国地域広域リージョン連携宣言（抜粋）

中国地域では、人口減少、少子化・高齢化が進む中での活力ある地域づくりや、
産業のＤＸ推進等、諸課題が山積しており、地方創生に向け、地域の各所で進めら
れている取組を強化していく観点で、県域を超えた官民連携を一層推進していく必
要がある。
このため、当地域の官民トップで構成する中国地域発展推進会議は、本年５月に、

地域のさらなる発展に向けた広域リージョン連携を強力に推進していくことを確認
したところである。
国の「地方創生2.0基本構想」及び「広域リージョン連携推進要綱」を踏まえ、

今後、具体的には、以下により取り組んでいくこととする。

①広域リージョンの名称・区域
名称:中国地域広域リージョン連携プラットフォーム
区域:中国地方(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）

②構成団体の名称
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、(一社)中国経済連合会、鳥取県商

工会議所連合会、島根県商工会議所連合会、(一社)岡山県商工会議所連合会、広
島県商工会議所連合会、山口県商工会議所連合会

③広域リージョンの目指すべき姿
「共創と地域特性を活かした人を惹きつける中国地域」
《目指すべき姿に込めた思い》
官民が共創し連携を充実・強化することにより、地域の資源や資産を活かした

高付加価値創出型の取組を展開し、地域課題を解決するとともに、若者や女性に
も選ばれ、誰もが魅力を感じる地域づくりを進めることが、人口減少下における
当地域の持続的発展に繋がると考える。

④広域リージョンにおいて取り組むことを想定する分野
当地域の持続的発展に不可欠であり、かつ地域資源と資産の活用が見込める、

①観光分野と②産業振興分野の充実・強化を進めることから始める。その成果を
確認しながら、段階的に取組を拡大・発展させていく。

■地方創生に関する総合戦略（概要）（抜粋）

本計画の実効性を高めるため、（中略）地方創
生に関する総合戦略（中略）と連携して一体的な
推進を図る。

●計画本文の他計画・施策との連携に追記
（資料２：P60）



修正点④：第5次観光立国推進基本計画に関する追記
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○令和８年３月27日に改定された、第５次観光立国推進基本計画を踏まえ、必要な追記を実施。

出典：R8.3.27公表「観光立国推進基本計画（概要等）」より抜粋

特に広域周遊が期待されるインバウンド
の来訪・滞在時間を増加させ、旅行消費の
拡大につなげていくため、（中略）中国圏
の強みである歴史・文化・自然等の観光資
源をより深く体験できるアドベンチャー
ツーリズムをはじめとした持続可能な観光
コンテンツの充実と情報発信を圏域が一体
となって行う。こうした取組を通じ、観光
が地域住民に裨益していく姿を示し、中国
圏の観光の魅力・活力を次世代にも持続的
に継承・発展させていく。

●計画本文の目標に追記
（資料２：P25）

また、観光産業における人材確保やオー
バーツーリズムの未然防止・抑制に向けた
対策に取り組む。

●計画本文の広域連携プロジェクトに追記
（資料２：P46）

さらに、オーバーツーリズムの未然防
止・抑制に向けて、インバウンドの地方誘
客の推進により需要の分散と平準化を促し
つつ、ユニバーサルツーリズムの推進等を
始めとした旅行環境整備等による国内交流
の拡大を図る。

●計画本文の広域連携プロジェクトに追記
（資料２：P48）



修正点⑤：「広域連携観光戦略」に関する追記
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○令和９年度に広域連携DMOにおいて策定することとされた「広域連携観光戦略」について追記。

今後、広域連携DMOが主体となって策定す
る「広域連携観光戦略」に基づき、周遊観
光の促進や観光コンテンツの造成、受入環
境整備、情報発信・プロモーションの強化
等の具体的な取組を進める。

●計画本文の広域連携プロジェクトに追記
（資料２：P46）




